
全体フロー

局面 滞留者の行動 一般事業者の行動 東西現地本部の運営 避難場所への誘導 避難場所の運営 一時滞在施設への誘導 一時滞在施設の運営

新宿ルール実践のための行動指針に基づく各マニュアルに定めるべき事項とその関係

各自で身の安全を確

保する。

身の寄せ所のある滞留者に対して

行き場のある滞留者は

待機する。
滞留者を保護する。

今いる場の施設管理

者の指示に従う。

建物の安全確認を行

う

今いる場所の建物の安全が確保されなかった場

継続使用不可能の疑

いがあれば屋外へ避

難させる。

施設管理者の指示に

従い避難する。

身の安全の確保を呼

びかける。

避難場所への案内表

示の準備を行う。

避難場所への案内表

示を行う。

避難場所において滞

留者対応の準備を行

う。

東西現地本部の開設

準備を行う。

東西現地本部要員が

参集を始める。

避難場所において滞

留者対応を開始する。

自事業所付近の滞留

者を避難場所に移動

するよう促す。

インフラ被害が軽微

営業再開に向けて準

備し順次営業する。

建物の安全確認を行

う

関係各拠点との通信

連絡手段を確保する。

新宿区に現地本部の

立ち上げの連絡を行う。

避難場所の滞留状況

を把握する。

受入の準備が整ったら、

施設の開設を判断す

る。

駅周辺地域状況の情報共有

駅周辺の状況を把握

する。

駅周辺の状況を整理・

分析する。

駅周辺の状況を情報

発信する。

周辺の状況等を現地

本部と共有する。

駅周辺地域の状況を

自組織の活動に活か

地域の医療救護関連の情報共有

地域の医療救護所の

対応状況の把握

避難場所への誘導

地域内の滞留状況の

把握

避難場所への動線の

混雑状況等を現地本

部と共有

状況を踏まえた誘導

の支援

事業所の周辺の滞留

状況を現地本部と共

有

避難場所の滞留状況

等を現地本部等と共

有する。

地域の指示の誘導に

従って避難場所へ移

動

連絡先一覧を用いた、

地域内の情報共有

一時滞在施設の運営

要員の参集

フ
ェ
ー
ズ
①

フ
ェ
ー
ズ
②

地域の状況を踏まえ

て、避難場所へ誘導

発災

一時滞在施設の運営

要員が参集する。

一時滞在施設の開設

を判断する。

一時滞在施設の運営

本部を設置する。

受入スペース、立入

禁止区域等を設定す

る。

施設の開設に最低限

必要な資機材等を準

備する。

マニュアルに定めるべき事項

マニュアルに定めるべき事項
（継続して実施する項目）

他のマニュアルと整合性を確保す
る必要のある事項

＜ 凡 例 ＞

：

：

：
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全体フロー

局面 滞留者の行動 一般事業者の行動 東西現地本部の運営 避難場所への誘導 避難場所の運営 一時滞在施設への誘導 一時滞在施設の運営

フ
ェ
ー
ズ
④

地域の災害拠点病院

等の状況把握

傷病者搬送先等に関

して現地本部と相談

傷病者搬送先等に関

してアドバイス

地域の災対活動支援

地域に提供可能な、

資材、ボランティア、専

門家等の把握

資材、ボランティア、専

門家等の要請

新宿区と連携した、地

域事業者の支援調整

一時滞在施設への誘導等

一時滞在施設の開設

を現地本部へ連絡

一時滞在施設の開設

状況の把握

一時滞在施設の開設

状況を避難場所へ連

絡

避難場所から一時滞

在施設への誘導の開

新宿区と連携して一時

滞在施設の混雑状況

を踏まえた情報提供

一時滞在施設の運営

状況等を現地本部と

共有

現地本部の情報にもと

づいた滞留者の誘導

地域の指示に従って、

一時滞在施設へ移動

新宿区と連携して地域

の状況にもとづき、滞

留者の受入依頼

滞留者の受入依頼に

基づき、受け入れ検討

一時滞在施設での滞

留者の受入開始

一時滞在施設の運営

・情報提供

・支援物資提供等

一時滞在施設の閉鎖

一時滞在施設の閉鎖
一時滞在施設の閉鎖

状況の把握

交通機関(代替交通

機関)の再開(運行）状

況の把握

交通機関(代替交通

機関)の再開(運行）状

況の共有

交通機関(代替交通

機関)の再開(運行）状

況の共有

交通機関(代替交通

機関)の再開(運行）状

況の共有

交通機関(代替交通

機関)の再開(運行）状

況の共有

フ
ェ
ー
ズ
③

交通機関の復旧・代替交通機関の確保等の情報共有 等

一時滞在施設の閉鎖情報共有

一時滞在施設の閉鎖
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